
 

沖縄市低炭素建築物新築等計画認定に基づく申請手数料 

 

区分 認定手数料 変更認定手数料 

適
合
書
無 

住戸部分 
1 戸の場合 24,000 12,000 

2 戸～5 戸以下の場合 49,000 24,500 

6 戸～10 戸以下の場合 69,000 34,500 

11 戸～25 戸以下の場合 98,000 49,000 

26 戸～50 戸以下の場合 142,000 71,000 

51 戸～100 戸以下の場合 205,000 102,500 

101 戸～200 戸以下の場合 281,000 140,500 

201 戸～300 戸以下の場合 371,000 185,500 

301 戸以上の場合 433,000 216,500 

共同住宅等の共用部分 
300 ㎡以下の場合 78,000 39,000 

300～2,000 ㎡以下の場合 129,000 64,500 

2,000～5,000 ㎡以下の場合 205,000 102,500 

5,000～10,000 ㎡以下の場合 266,000 133,000 

10,000～25,000 ㎡以下の場合 322,000 161,000 

25,000 ㎡を超える場合 372,000 186,000 

住宅以外の用途に供する部分 
300 ㎡以下の場合 172,000 86,000 

300～2,000 ㎡以下の場合 275,000 137,500 

2,000～5,000 ㎡以下の場合 395,000 197,500 

5,000～10,000 ㎡以下の場合 488,000 244,000 

10,000～25,000 ㎡以下の場合 579,000 289,500 

25,000 ㎡を超える場合 658,000 329,000 

 

 



区分 認定手数料 変更認定手数料 

適
合
書
有 

住戸部分 
1 戸の場合 3,300 1,650 

2 戸～5 戸以下の場合 6,900 3,450 

6 戸～10 戸以下の場合 11,000 5,500 

11 戸～25 戸以下の場合 20,000 10,000 

26 戸～50 戸以下の場合 34,000 17,000 

51 戸～100 戸以下の場合 62,000 31,000 

101 戸～200 戸以下の場合 100,000 50,000 

201 戸～300 戸以下の場合 129,000 64,500 

301 戸以上の場合 137,000 68,500 

共同住宅等の共用部分 
300 ㎡以下の場合 6,900 3,450 

300～2,000 ㎡以下の場合 20,000 10,000 

2,000～5,000 ㎡以下の場合 62,000 31,000 

5,000～10,000 ㎡以下の場合 100,000 50,000 

10,000～25,000 ㎡以下の場合 129,000 64,500 

25,000 ㎡を超える場合 158,000 79,000 

住宅以外の用途に供する部分 
300 ㎡以下の場合 6,900 3,450 

300～2,000 ㎡以下の場合 20,000 10,000 

2,000～5,000 ㎡以下の場合 62,000 31,000 

5,000～10,000 ㎡以下の場合 100,000 50,000 

10,000～25,000 ㎡以下の場合 129,000 64,500 

25,000 ㎡を超える場合 158,000 79,000 

注意事項 

1）共同住宅の建築物全体の認定を申請する場合は、全住戸数に対応する住戸部分の額に、共用部分の床面積に対応す

る共同住宅等の共用部分の額を加算した額となります。 

2）建築確認の申し出がある場合、認定手数料に建築確認申請手数料及び構造計算適合性判定手数料（該当する場合）、

昇降機確認手数料（該当する場合）を加算した額となります。 


